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酒気帯び確認については、

アルコール検知器を使用した酒気帯び確認

アルコール検知器を常時有効に保持すること

１２月１日から

の２つが義務化になります。

「常時有効に保持」ってなに？

アルコール検知器が正常に作動し、故障がな
い状態で保持しておくことです。
そのため取扱い説明書に基づき適切に使

用・管理及び保守するとともに定期的に故障の
有無を確認し、故障がないものを使用しなけれ
ばなりません。

酒気帯び確認はいつするの？

「運転しようとする運転者及び運転を終了し
た運転者」に対する酒気帯び確認が義務付け
られております。
したがって、業務として運転する前及び運転

した後に酒気帯び確認をすることが必要です。
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